
(1)ら し ん ば ん 2020年 4月

パートタイム・有期雇用労働法

◆改正 のポイ ン ト◆

1,不 合理な待遇格差の禁止

2,労働者に対する待遇差に関する説明義務

3,行政による事業主と労働者との労使紛争を解決支援

同一労働同一賃金

均等待遇実現へ声を上げよう

正
社
員
と
非
正
規
労
働
者
と
の
「不
合
理
な

待
遇
差
森
一ホ止
す
る
法
律
「。ハ
ー
ト
タ
イ
ム
・有

期
雇
用
労
働
法
」
が
４
月
■
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
し
た
（中
小
企
業
は
２
■
年
４
月
か
ら
）。

三
菱
電
機
の
契
約
社
員
や
　
　
は
当
然
の
要
求
で
す
。

格
差
を
容
認
す
る
問
題
が
あ
る

一
方
、
待

遇
改
善
に

つ
な
げ
ら
れ
る
条
項
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

施
行
に
際
し
て
厚
労
省
は

指
針
を
作
成
し
ま
し
た
。
基

本
給
は
、
能
力
ま
た
は
経
験
、

業
績
ま
た
は
成
果
、
勤
続
年

数

の
要
素
に
基
づ

い
て

「同

一
で
あ
れ
ば
同

一
の
支
給
」

と
し
て
い
ま
す
。
能
力
や
成

果
の
評
価
が
公
正
に
行
わ
れ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
時
金

（賞
与
）
は

「貢
献

度
」
を
基
準
に
し
て
い
て
、

そ
れ
が
同
じ
な
ら
正
規
、
非

正
規
と
も
同
じ
支
給
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
貢
献

度
を
恣
意
的

（し
い
）
に
評

価
さ
せ
ず
、
不
当
な
格
差
を

許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。（次

ペ
ー
ジ
続
く
）

パ
ー
ト
社
員
な
ど
非
正
規
労

働
者
は
正
社
員
の
６
割
弱
と

い
う
低
賃
金
、
各
種
手
当
、

福
利
厚
生
な
ど
待
遇
の
格
差

に
加
え
て
、
短
期
の
契
約
の

更
新
を
繰
り
返
し
、常
に
雇

用
不
安
を
か
か
え
て
働
い
て

い
ま
す
。

会
社
は

「国
際
競
争
力
」

強
化
を
回
実
に
コ
ス
ト
削
減

が
必
要
だ
と
し
て
正
規
労
働

者
を
リ
ス
ト
ラ
し
て
低
賃
金

の
非
正
規
労
働
者
に
置
き
換

えゝ
、
人
件
費
を
削
減
し
、
２

兆
円
超
え
る
巨
額
な
内
部
留

保
を
た
め
込
ん
で
き
ま
し

た
。
「同

一
労
働
同

一
賃
金
」

「均
等
待
遇
Ｌ
正
社
員
化
」

施
行
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ

ム
・有
期
雇
用
労
働
法
は
、非

正
規
労
働
者
に
つ
い
て
①
不

合
理
な
待
遇
格
差
の
禁
止
②

待
遇
差
に
関
す
る
説
明
義
務

③
行
政
に
よ
る
事
業
主

へ
の

助
言
、
指
導
や
裁
判
を
せ
ず

に
労
使
紛
争
を
解
決
す
る
手

続
き
の
整
備
―
を
実
行
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

不

合

理

な

待

遇

格

差

の

禁

止

法
律
で
は
正
社
員
と
非
正
規

の
待
遇
に
「不
合
理
と
認
め

ら
れ
る
相
違
を
設
け
て
は
な

ら
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
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し ん ば ん 2020年 4月 (2)

待

遇

差

に

関

す

る

説

明

義

務

不
合
理
と
思
わ
れ
る
待
遇
が

あ
れ
ば
事
業
主
に
説
明
を
求

め
、
是
正
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

正
社
員
と
の
待
遇
差
の
内

容
・理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求

め
た
労
働
者
に
事
業
主
が
不
利

益
な
扱
い
を
す
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

厚

労

省

の

指

針

で

は

、

各

種

手

当

や

福

利

厚

生

に

つ

い

て

正

社

員

と

の

「
同

一
の
支

給

・
利

用

」

を

求

め

て

い
ま

す

。

●

各

種

手

当

一時
間
外
手
当
、
深
夜

・
休
日

手
当
】

時
間
外
、
深
夜
、休
日
手
当
は

法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
正

社
員
も
非
正
規
も
同

一
で
す
。

独
自
の
規
定
が
あ
る
場
合
も
同

じ
手
当
・割
増
率
が
必
要
で
す
。

【
特
殊
作
業

（危
険
性
が
あ
る

作
業
）
・
特
殊
勤
務

⌒交
代
制

な
ど
）
手
当
】

同

一
の
危
険
度
・作
業
環
境

や
同
じ
勤
務
形
態

の
場
合
、
同

額
の
手
当
を
支
払
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
通
勤
手
当

・
出
張
旅
費
】

地
理
的
違
い
に
よ
る
上
限
額

の
違

い
は
認
め
ら
れ
ま
す
が
、

同
じ
支
給
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
出
張
に
伴
う
実
費
も

差
が
生
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
そ
の
他
】

食
事
手
当
、
単
身
赴
任
手

当
、
地
域
手
当
な
ど
も
同

一
支

給
が
必
要
で
す
。

●

福

利

厚

生

【食
堂
、
休
憩
室
、
更
衣
室
、

転
勤
者
用
社
宅
】

同

一
の
利
用
を
保
障
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
慶
弔
休
暇
、
健
康
診
断
】

同

一
の
日
数
付
与
、有
給
保

障
が
必
要
で
す
。

【
病
気
体
暇
】

無
期
雇
用
の
短
時
間
労
働

者
に
は
正
社
員
と
同

一
の
、

有
期
労
働
者
も
契
約
終
了
期

間
を
踏
ま
え
て
同

一
の
付
与

が
必
要
で
す
。

【
家
族
手
当

・
住
宅
手
当
】

具
体
例
と
し
て
あ
げ
て
い

ま
せ
ん
が
、
「不
合
理
な
待
遇

差
は
解
消
す
べ
き
」
と
し
て
い

ま
す
。

是

正

を

賃
金
に
つ
い
て
は
格
差
を
容

認
し
て
い
ま
す
。

「不
合
理
」
の
判
断
基
準
に
は

あ
い
ま
い
な
も
の
が
あ
り
、
不

合
理
か
否
か
は
最
終
的
に
は
司

法
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
ま
す
。

男
女
の
格
差
を
是
正
す
る
視
点

は
あ
り
ま
せ
ん
。
違
反
企
業

ヘ

の
罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。

労
働
組
合
が
団
体
交
渉
に

よ

つ
て
法
律
を
上
回
る
均
等
待

遇
を
実
現
さ
せ
る
た
た
か
い
が

必
要
で
す
。

電
機
連
合
は
、
「同

一
労
働

同

一
賃
金
に
関
す
る
法
（短
時

間
・有
期
雇
用
労
働
法
、
改
正

労
働
者
派
遣
法
ご
に
沿

っ
た

取
り
組
み
を
推
進
す
る
と
し

て
、
「パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

有
期
契
約
労
働
者
等
は
、
労
働

条
件
の
相
違

の
有
無
や
内
容
・

理
由
に
つ
い
て
待
遇
ご
と
に
点

検
。
不
合
理
な
待
遇
差
が
あ
る

場
合
は
、
是
正
の
取
り
組
み
を

行
う
」
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
法
施
行
を
機
に
、
職

場
か
ら
声
を
あ
げ
、
同

一
労
働

同

一
賃
金
、
均
等
待
遇
、
正
社

員
化
実
現
の
運
動
を
強
め
ま

し
よ
う
。

●
労
働
契
約
法
第

■
８
条
に

よ
る
有
期
雇
用
の
無
期
転
換

者
は
直
ち
に
正
社
員
に
さ
せ
、

非
正
規
か
ら
正
社
員

へ
の
流

れ
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
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